
 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。  

平成２５年１２月２６日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第２０号 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例  

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３

６年条例第２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 支給

単位 

報酬の額 

＜省

略＞ 

＜省略＞ ＜省

略＞ 

＜省略＞ 

⑵ 

監査

委員 

識見を有する者

の中から選任さ

れた委員 

月額 １１０，０００円 

議会の議員の中

から選任された

委員 

月額 ３０，０００円 

＜省

略＞ 

＜省略＞ ＜省

略＞ 

＜省略＞ 

 

区分 支給

単位 

報酬の額 

＜省

略＞ 

＜省略＞ ＜省

略＞ 

＜省略＞ 

⑵ 

監査

委員 

識見を有する者

の中から選任さ

れた委員 

月額 ８２，０００円 

議会の議員の中

から選任された

委員 

月額 ３０，０００円 

＜省

略＞ 

＜省略＞ ＜省

略＞ 

＜省略＞ 

 

  

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

 


